
様式第４号 

※裏面の記入もあります。 

旭川市地域材活用住宅建設補助金交付申請書 

（兼申請者等の個人情報照会承諾書） 

（申請書を提出する日）令和   年   月   日 

（宛先）旭川市長 

 

 

 

 

〒  －  

（申請代表者）住所  

氏名  

 （※その他の申請者がいれば裏面に記載） 

 旭川市地域材活用住宅建設補助金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

工 事 期 間 （着手日）令和  年  月   日 ～ （完了日）令和  年   月   日 

受 付 番 号   

  工事請負契約書 又は 売買契約書の写し □ 

  世帯員全員分の記載がある住民票・戸籍等の写し □ 

  建築基準法に基づく検査済証の写し □ 

  地域材を 15m3以上使用したことが確認できる書類 □ 

添 付 書 類 高性能の基準を満たした住宅であることを証明する書類（次のいずれか）  

※該当する書類の 

□に全てチェッ 

クしてください 

・ＺＥＨ住宅の場合：ＢＥＬＳ評価書の写し □ 

・北方型住宅２０２０の場合：北方型住宅基本性能確認書等の写し □ 

・長期優良住宅の場合：長期優良住宅の認定通知書の写し □ 

  対象住宅の写真 及び 図面 □ 

  母子健康手帳の写し（子育て世帯加算で必要な場合のみ） □ 

  補助金の請求書（様式第９号） □ 

  その他市長が必要と認めたもの（                  ） □ 

認定した補助金額 

 

※該当する金額の 

□にチェックし 

てください 

 

区  分 補助金額 

 

基 
 

本 
 

 
旭川産材(旭川市内産 かつ 上川管内加工した木材)を ５ｍ3 以上使用 □ １５０万円 

旭川産材(旭川市内産 かつ 上川管内加工した木材)を １０ｍ3 以上使用 □ ２００万円 

旭川産材(旭川市内産 かつ 上川管内加工した木材)を １５ｍ3 以上使用 □ ２５０万円 

旭川産材(旭川市内産 かつ 上川管内加工した木材)を ２０ｍ3 以上使用 □ ３００万円 

旭川産材(旭川市内産 かつ 上川管内加工した木材)を ２５ｍ3 以上使用 □ ４００万円 

 

世
帯
加
算 

 
 

子育て世帯加算 世帯員の中に１８歳以下の子又は孫がいる □ １００万円 

二世帯加算   申請者の３親等以内の親族世帯と同居  □ １００万円 

区  分 金  額 ※交付審査欄 

補 助 申 請 額  ,  ００,０００ 円   円 

※備  考  欄 ※受 付 欄 

  
 

 

高性能 

＋ 

１５㎥以上使用 
※旭川産材 
5㎥以上使用 

地域材 

（道産材＋旭川産材） 

 



様式第４号 

 
【木材実績使用量】 

木材予定使用量（ｍ3）内訳 

  
集成材※1 製材等※1 

内外装材※２ 

ｍ2の場合は材厚をかけて計算 

補助対象とする

木材利用材積 
その他 

木材利用材積 

補
助
対
象
と
す
る
木
材 

道内産 

 

m3 

 

m3 

 

m3 

 

m3 

 

旭川産材 

 

m3 

 

m3 

 

m3 

 

m3 

補
助
対
象
外
木
材 

上記以外

の産地 

 

m3 

 

m3 

 

m3 

  

m3 

合 計  （A) m3 （B) m3 

総材積  （A)＋（B) 

  

m3 

 

・ 使用量は、産地証明書等から算出して記載してください。また、木材の体積の把握に必要なため、数量は 

少数点以下第５位を切り捨てし、小数点以下第４位までとしてください。 

※１ 集成材・製材等：通し柱、管柱、間柱、筋交い、束、土台、大引、根太、梁、桁、母屋、棟木、胴差、

床板、壁板等 

※２ 内外装材：床、壁、天井、外壁等の仕上げに使用する木材（家具は含まない。） 

 

 

 

（注１）申請者が旭川市暴力団排除条例第２条第２号の暴力団員又は同条例第７条の暴力団関係事業者である

場合は、補助金の交付は受けられません。 

（注２）申請者等の内容に虚偽やその他の不正行為があった場合は、補助金の交付決定を取り消すことや補助

金の返還を求めることがあります。 

（注３）申請者、建設場所、施工業者の変更はできません。一度、申請取り消しになります。 

 

申請書、添付した関係書類の内容を確認していますか。 □はい 

 

その他の申請者 ※申請代表者以外に申請者がいる場合 

〒  －  フリガナ  

住 所  氏 名  


